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第3回では子会社の留保利益の税効果について解説
しましたが、第4回となる本稿では、子会社が損失を
計上している場合の実務論点を取り上げます。なお、
文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であることを
あらかじめお断りします。

子会社が損失を計上している場合、当該子会社に係
る投資に係る連結財務諸表上の簿価と個別財務諸表上
の取得価額（税務上の簿価）の差額は将来減算一時差
異に該当します。子会社に対する投資に係る連結財務
諸表固有の将来減算一時差異については、次のいずれ
も満たす場合を除き、繰延税金資産を計上しないこと
とされています（企業会計基準適用指針第28号「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（以下、税効果
適用指針）22項）。

なお、上記1.（1）における子会社に対する投資の売
却等には、他の子会社への売却の場合（後述Ⅳ参照）
を含むこととされています。

以下では、子会社に対する投資に係る連結財務諸表
固有の将来減算一時差異を有する場合において、子会
社株式を売却する意思決定を行った場合の税効果につ
いて、個別上の取扱い、連結上の取扱いに分けて解説
します。

1. 親会社の個別財務諸表上の税効果
個別財務諸表上、子会社株式について有税で減損処
理をしている場合、当該子会社の会計上の簿価は税務
上の簿価を下回り、将来減算一時差異が生じています。
この将来減算一時差異については、回収可能性を検討
し、回収可能な場合は繰延税金資産が計上されます。
子会社株式の減損損失に係る将来減算一時差異につい
て、スケジューリングが不能であるという理由で繰延
税金資産を計上していなかった場合、子会社株式を売
却する意思決定に伴い、将来減算一時差異の解消が確
実になったため、回収可能性に問題がなければ繰延税
金資産が計上されることになります。なお、子会社へ
の投資の一部のみ売却する場合には、売却される部分
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Ⅱ　子会社に係る投資に係る一時差異の取扱い

1. 当該将来減算一時差異が、次のいずれかの場合
により解消される可能性が高い

（1）予測可能な将来の期間に子会社に対する投資
の売却等を行う意思決定又は実施計画が存在
する場合

（2）個別財務諸表上で計上した子会社株式の評価
損について、予測可能な将来の期間に税務上
の損金に算入される場合

Ⅲ　子会社株式を売却する意思決定を行った
　　場合の税効果

2. 当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産に回
収可能性がある
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の一時差異のみが解消することになります。このた
め、繰延税金資産の計上は売却の対象となる部分の一
時差異のみとなる点にも留意が必要です。

2. 連結財務諸表上の税効果
連結財務諸表上、個別財務諸表で計上された子会社
株式評価損は取り消されます。この評価損の消去に係
る連結財務諸表固有の将来加算一時差異については、
個別財務諸表において計上した子会社株式の評価損に
係る将来減算一時差異に対する繰延税金資産と相殺し
た上で（税効果適用指針20項）、連結上、あらためて、
子会社に対する投資に係る一時差異について繰延税金
資産の計上を検討することになります。なお、子会社
への投資の一部のみ売却する場合には、売却される部
分の一時差異のみが解消することになります。このた
め、繰延税金資産の計上は売却の対象となる部分の一
時差異のみとなる点にも留意が必要です。

（1）繰越損失に係る税効果
子会社の取得時においては、子会社株式は子会社の
資本金、剰余金及びのれんと一致し、個別財務諸表と
連結財務諸表の簿価は一致していることから、取得関
連費用に係るものを除き、一時差異は生じません。し
かし、その後、子会社で損失を計上した場合、連結上
の簿価が個別財務諸表上の簿価を下回るため、連結上
将来減算一時差異が生じます。この一時差異について
は、子会社の売却の意思決定をした場合、Ⅱ1.（1）の
要件を満たすことになります。このため、子会社に係
る繰越損失について、売却する期の税金負担額を軽減
する効果があると判断できる金額（Ⅱ2.の要件を満
たす額）まで繰延税金資産を計上することになります。

（2）在外連結子会社等に対する為替換算調整勘定（借方）
在外連結子会社等に対する為替換算調整勘定は、主
に子会社株式を売却する場合に、子会社株式の処分損
益に含めて計上し、実現することとなります。為替換

算調整勘定（借方）についても、売却期の税金負担額
を軽減する効果があると判断できる金額まで繰延税金
資産を計上することになります。なお、子会社への投
資の一部のみ売却する場合には、売却される部分の一
時差異のみが解消することになります。このため、繰
延税金資産の計上は売却の対象となる部分の一時差異
のみとなる点にも留意が必要です。

連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じ
た売却損をグループ法人税制（法人税法61条の13）
により繰り延べる場合、個別財務諸表上、繰り延べら
れた売却損に係る一時差異について繰延税金資産が計
上されるケースがあります。この繰延税金資産につい
て、連結財務諸表上の取扱いは、通常の資産の取引等
から生じる未実現損益に係る一時差異と同様に処理す
るわけではありません（＜表1＞参照）。
損失を計上し、個別上の簿価を連結上の簿価が下回
る子会社株式等を連結上の簿価で関係会社へ売却した
場合、売却損が生じます。当該子会社株式等に係る将
来減算一時差異については、子会社株式売却の意思決
定に伴い、回収可能性を検討した上で繰延税金資産が
計上されますが（Ⅲ 2.（1）参照）、当該子会社株式の
関係会社への売却に伴い連結上の簿価と個別上の簿価
は等しくなり、従来存在していた将来減算一時差異が
解消されたと考えられるため、対応する繰延税金資産
は取り崩すことになると考えられます。なお、子会社
の個別財務諸表において、グループ法人税制の適用に
伴い子会社株式売却損に係る将来減算一時差異に関す
る繰延税金資産が計上されている場合、当該繰延税金
資産は、連結財務諸表上修正されず、そのまま計上さ
れることになります（税効果適用指針39項、143項）。

▶表1　未実現損益の消去に係る連結上の会計処理
売却損益 税効果

子会社株式等の売却 消去

• 子会社への投資に係る一時差異の全部又は一部が解消
• 追加的に又は新たに発生する一時差異＊については、子会社への投資に係る税効果に従い会計処理
• 売却元の個別財務諸表でグループ法人税制の適用に伴い、子会社株式売却損益に係る一時差異に関する繰延税金資産・負債
が計上されている場合、当該繰延税金資産・負債は、連結財務諸表上修正されず、そのまま計上される

通常の資産等の売却 消去 売却元における当該未実現損益に係る税金の額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上

＊　例えば、個別簿価が100、連結簿価が80の子会社株式をグループ内の他の子会社に70で売却した場合、子会社への投資に係る将来減算一時差異20の全部が
解消し、新たに将来加算一時差異が10発生する。

Ⅳ　連結会社間における子会社株式等の売却に
　　伴う連結税効果
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